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比治山大学大学院・比治山大学・比治山大学短期大学部奨学生細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は，比治山大学大学院・比治山大学・比治山大学短期大学部諸納付金納

入規程第３条の２第１項の規定に基づき，奨学生の選考等に関し必要な事項を定める。 

（奨学生） 

第２条 比治山大学大学院，比治山大学及び比治山大学短期大学部（以下「本学」という。）

の学生で，勉学意欲がありながら，経済的な理由で修学が困難な者を奨学生として採用

し，奨学金を給付することにより，経済的負担を軽減し，学生の勉学を支援する。 

２ 奨学生は，学生の申請に基づき，申請者のうちから選考の上，予算の範囲内で採用す

る。 

３ 奨学生に採用された者には，授業料の２分の１以内の金額を給付する。 

（選考委員会） 

第３条 奨学生の選考は，次の各号に定める者で構成する奨学生選考委員会（以下「委員

会」という。）が行う。 

(1) 副学長 

 (2) 学部長及び短大部長 

 (3) 事務局長 

 (4) 学生委員長 

 (5) 学生支援課長 

２ 委員会の委員長は，副学長をもって充てる。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

４ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（適用制限） 

第４条 この細則は，比治山大学大学院・比治山大学・比治山大学短期大学部諸納付金納

入規程第３条の２第１項に規定する，諸納付金の減免を受けている学生及び長期履修学

生には適用しない。ただし，スカラシップ入学試験の入学生は減免期間終了後は申請で

きる。 

 （採用期間） 

第５条 奨学生は，学年ごとに採用する。ただし，１年次入学生及び３年次編入学生は，
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入学年度に限り後期のみの採用とする。 

２ 比治山大学を卒業し引き続き比治山大学大学院に入学した者，及び比治山大学又は比

治山大学短期大学部（以下「短期大学部」という。）を卒業し引き続き専攻科に入学した

者は，前項ただし書きの規定は適用しない。 

（採用決定） 

第６条 奨学生の採用は，第３条の選考に基づき学長が決定する。 

（採用取消） 

第７条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められた場合は，採用を取り消すことがで

きる。 

 (1) 奨学生辞退の申し出があったとき 

 (2) 申請内容に重大な誤りが発見されたとき 

 (3) 休学又は退学したとき 

 (4) その他，奨学生としてふさわしくないと認められたとき 

２ 前項の規定により，奨学生の採用を取り消された者は，給付された奨学金を返還しな

ければならない。 

（責務） 

第８条 奨学生に採用された者は，学業に専念するとともに，本学の行事等に積極的に協

力しなければならない。 

２ 奨学生は，活動報告書を学年末の指定する期日までに学長に提出しなければならない。 

（事務） 

第９条 奨学生選考委員会の事務は，学生支援課において処理する。 

（実施要項） 

第１０条 この細則に定めるもののほか，実施に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

 

   附 則（平成２２年３月２６日制定） 

 この細則は，平成２２年３月２６日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２３年１月３１日改正） 

 この細則は，平成２３年４月１日から施行する。ただし，平成２４年度以降入学した者

に適用する。 

附 則（平成２３年９月２８日改正） 
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 この細則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１６日改正） 

 この細則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日改正） 

 この細則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日改正） 

 この細則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１月２７日改正） 

 この細則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２７日改正） 

 この細則は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２７日改正） 

 この細則は，令和５年１２月２７日から施行する。 

 


